
ＮＯ． ２７０     飯田橋駅東地区（組合施行）

計画地

計画の概要

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

東京都市計画道路
放射街路第７号線

千代田区特別区道
千第290号 １１．０ｍ 約９０ｍ －

千代田区特別区道
千第288号 ８．０ｍ 約１００ｍ －

公共広場 － － 約２９６㎡

建築面積

約２，２６０㎡ －

建築敷地面積

約３，６９５㎡

都市計画決定

主要用途

拡幅

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度

約４６，５６５㎡
（約４０，６２５㎡）

(いいだばしえきひがし)

１　計画の概要

千代田区飯田橋三丁目地内

　本事業は、本地区周辺における安全で快適な駅前広場の創出及び官民連携による駅周辺のにぎわい創出に
資する広場の管理・運営、地下空間を利用した地上・地下の歩行者ネットワークの強化、敷地内に貫通通路を整
備することなどによる安全で快適な歩行者ネットワークの整備を目的とする。加えて、建物の共同化による目白
通りが担う常時・非常時における首都機能の確保、及び災害発生時における情報発信等の拠点機能を整備、周
辺地域と連続した緑地空間を形成、更には駅前に必要な子育て支援施設等の必要機能の創出、周辺のＪＲ飯田
橋駅整備への協力を行う。

約０．７ha 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

地上２６階／地下２階 約１３０ｍ

２　都市計画の内容

飯田橋駅東地区第一種市街地再開発事業 約０．７ha

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

別に都市計画において定めるとおり

－

拡幅

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

新設

壁面の
位置の限度

整備済

７０％ １，１００％ １３０ｍ ２ｍ
事務所、店舗、駐車場

等

令和３年６月１８日　千代田区告示第５９号

建築敷地の
整備

整備計画 備考

・敷地の周辺に歩道状空地及び貫通通路
を整備することにより、安全で快適な歩行
者空間を確保する。
・敷地の西側及び南北に広場を整備する。
・地区内の広場及び貫通通路に有効に接
続するピロティを整備する。
・JR飯田橋駅の歩行者ネットワークの強化
に資する取組を行う。

－



飯田橋駅東地区 １，１００％ ７０％ ３００％ ２００㎡ ２ｍ

都市計画決定

敷地面積 建蔽率

延べ面積 容積率

住宅戸数

駐車場

事業認可 総事業費

年　月　日

平成２３年　６月０３日 飯田橋駅東地区再開発協議会設立

平成２５年　７月１０日 飯田橋駅東地区市街地再開発準備組合設立

令和　３年　６月１８日 飯田橋駅東地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画決定

令和　４年１０月１２日 飯田橋駅東地区市街地再開発組合設立認可

用途 事務所、店舗、公益施設、住宅等
４８戸

１０４台

令和４年10月１２日　東京都告示第１３５６号

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

約３６７億円

約３，６９５㎡ 約６２％

建築面積の
最低限度

壁面の位
置の限度

約０．７ha

令和３年６月１８日　千代田区告示第５８号

４　事業計画の概要

約４６，５６５㎡ 約１，１００％

３　高度利用地区

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度



６　位置図

７　区域図



９　完成予想図

８　配置図


